
令和８年度更新申請について 

 
 
 

 
 

◎令和８年３月３１日から令和９年３月３０日の間に指定有効期間の満了日を迎える事業所 

具体的には、次に該当する事業所が対象事業所となります。 

  ・令和２年４月１日から令和３年３月３１日の間に指定（許可）を受けた事業所 

  ・令和元年度に指定更新の手続きを行い、令和２年度中に指定更新をした事業所で、平成２６

年４月１日から平成２７年３月３１日までに新規指定（許可）を受けた事業所 
 

注１）医療みなし指定事業所は更新対象ではありません。 

 

 

・保険医療機関（病院・診療所）が行う「（介護予防）居宅療養管理指導」、「（介護

予防）訪問看護」、「（介護予防）訪問リハビリテーション」及び「（介護予防）通

所リハビリテーション」 

・介護医療院が行う「（介護予防）短期入所療養介護」、「（介護予防）訪問リハビリ

テーション」 

・介護老人保健施設が行う「（介護予防）短期入所療養介護」、「（介護予防）通所リ

ハビリテーション」、「（介護予防）訪問リハビリテーション」 

・保険薬局が行う「（介護予防）居宅療養管理指導」 

 

注２）地域密着型サービス事業所及び予防専門型通所サービス事業所で、他市町村の利用者

を受け入れている事業所は、みなし指定を受けている市町村においても更新手続きが

必要です。 

  

 

 

１ 受付 

  電子申請・届出システム 

   又は 

福祉部介護保険課事業所指定係（福祉会館１階１９番窓口） 
 

２ 受付日程及び時間 

  令和７年１１月４日（火） ～ 令和７年１２月１２日（金）   

９時～１１時、１４時～１６時 の間で、要予約（※郵送での受付は行いません。） 

  （電子申請・届出システムによる申請は終日受付） 

 

 

○ 電子申請・届出システムによる申請にご協力ください。 

更 新 手 続 き に 係 る 注 意 事 項 

対 象 事 業 所 

更新申請の受付窓口及び日程 

注１）医療みなし指定事業所とは 



○ 持参提出の場合には、必ず提出書類の写し（控え）をお持ちください。事務手続きを効率的

に行うため、捨印として代表者印がきちんと押印してある書類については、その場で事業者

の方と内容を確認しながら、書類の訂正処理を行うことが出来ることにもなります。 

（※ただし、修正箇所が多い場合等又はその内容によっては、その場での修正が出来ない場合

もありますのでその点は御了承ください。） 

 

                    提出部数は１部です。 

 

① 代表者・管理者等の経歴書（参考様式２） 

 

② 指定（開設許可）更新申請書（第３号様式） 

指定更新申請書（第４号様式）   （地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、     

                 介護予防支援事業所はこちらを使用） 

指定更新申請書（第２号様式）   (総合事業の事業所はこちらを使用） 

  注３） 

 

③ 欠格事由に該当していない旨の誓約書（参考様式６－１～６－３の該当部分） 
 

④ 役員名簿（参考様式24） 
 

⑤ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２、１－３、１－４、更新申請用

簡易様式：サービス別）注４） 

  ※申請日から７日間分を記載してください。 
 

⑥ 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧（参考様式７） 

  （居宅介護支援事業所、（地域密着型）特定施設、グループホーム、（看護）小規模多機

能型居宅介護、（地域密着型）介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に限り

必要） 
 

⑦ 資格者証（資格がないと勤務できない職種については全て添付（生活相談員、看護師等）） 
 

⑧ 研修の受講が義務付けられている場合は、研修修了証 

 

注３）②は電子申請・届出システムによる申請の場合は不要です。（システムに直接入力） 

注４）総合事業については、（地域密着型）通所介護、訪問介護と同時に指定更新する際は省

略可能です。 

※ 指定更新に必要な申請書類等につきましては、介護保険課のホームページに掲載しますの

で、ご確認ください。 

※ 今年度更新手続きを行っていただく事業所は、次ページのとおりです。介護保険課のホー

ムページにも掲載しますので、ご確認ください。 

【参考】更新申請：提出書類一覧 


